
   姫路市乗合タクシー運行事業補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、姫路市において乗合タクシー運行事業を実施する者

に対し、姫路市乗合タクシー運行事業補助金（以下「補助金」という。）

を交付することにより、交通空白・不便地域の縮減、移動制約者等の移

動手段の確保を図り、もって地域住民の利便性及び福祉の向上を図るこ

とを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において「乗合タクシー運行事業」とは、次に掲げるも

のをいう。 

⑴ 道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）第９条第１項の一般乗合

旅客自動車運送事業者が、有償により旅客を運送する事業 

⑵ 道路運送法第９条の３第１項の一般乗用旅客自動車運送事業者が、

同法第２１条第２号の許可を受けて、有償により旅客を運送する事業 

 （交付対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者は、本市と乗合タクシー運行事業に

関する協定を締結した者（以下「事業者」という。）とする。 

 （交付対象事業） 

第４条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、

事業者が前条の協定に基づいて行う乗合タクシー運行事業とする。 

 （補助対象経費） 

第５条 補助金の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、次

に掲げるものとする。 

⑴  乗合タクシー運行事業にかかる運行経費と利用者から領収した運

賃の差額 

⑵ その他市長が必要と認める経費 

 （補助金の額） 

第６条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象経費の合計額を



限度として市長が別に定める額とする。 

 （交付の申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする事業者は、姫路市乗合タクシー運

行事業補助金交付申請書（様式第１号）に、次に掲げる書類を添えて市

長に提出しなければならない。 

⑴ 事業計画書 

⑵ 収支予算書 

⑶ その他市長が必要と認める書類 

（交付の決定） 

第８条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、

補助金の交付の決定をしたときは姫路市乗合タクシー運行事業補助金

交付決定書（様式第２号）により、補助金を交付しないと決定したとき

は書面により、申請者に通知するものとする。 

 （交付の条件等） 

第９条 市長は、補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付の

目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付することが

できる。 

（申請の取下げ） 

第１０条 第８条の規定による補助金の交付の決定（以下「交付決定」と

いう。）を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、交付決定の内容

又はこれに付された条件に不服があるときは、交付決定の通知を受けた

日から１５日以内に申請の取下げをすることができる。 

２ 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る交付

決定は、なかったものとみなす。 

 （交付決定の変更） 

第１１条 補助事業者は、補助事業を変更しようとするときは、姫路市乗

合タクシー運行事業補助金変更交付申請書（様式第３号）に必要な書類

を添付して、市長に提出しなければならない。 



２ 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、必

要があると認めるときは、交付決定の内容を変更し、姫路市乗合タクシ

ー運行事業補助金変更交付決定通知書（様式第４号）により当該申請者

に通知するものとする。 

 （補助事業の遂行状況報告等） 

第１２条 補助事業者は、市長から補助事業の遂行状況の報告を求められ

たときは、速やかに当該状況に関し報告しなければならない。 

２ 補助事業者は、補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに姫路

市乗合タクシー運行事業遂行困難状況報告書（様式第５号）を市長に提

出し、その指示を受けなければならない。 

 （補助事業の中止及び廃止） 

第１３条 補助事業者は、当該補助事業を中止し、又は廃止しようとする

ときは、姫路市乗合タクシー運行事業中止（廃止）承認申請書（様式第

６号）を、市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の姫路市乗合タクシー運行事業中止（廃止）申請書の提

出があった場合において、当該補助事業の中止又は廃止を承認するとき

は、その旨を姫路市乗合タクシー運行事業中止（廃止）承認通知書（様

式第７号）により、当該補助事業者に通知するものとする。 

 （実績報告） 

第１４条 補助事業者は、交付決定に係る補助事業が終了したときは、速

やかに姫路市乗合タクシー運行事業実績報告書（様式第８号）を市長に

提出しなければならない。 

 （補助金の額の確定） 

第１５条 市長は、前条の規定による実績報告があったときは、当該実績

報告に係る書類を審査し、補助金の額を確定し、姫路市乗合タクシー運

行事業補助金額確定通知書（様式第９号）により、当該補助事業者へ通

知するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により確定した補助金の額が、第８条又は第１０



条第２項の規定により通知された額と同額であるときは、前項の規定に

よる通知を省略することができる。 

 （補助金の請求） 

第１６条 補助事業者は、前条の規定により補助金の額が確定した場合に

おいて、補助金の交付を受けようとするときは、姫路市乗合タクシー運

行事業補助金請求書（様式第１０号）に必要書類を添付して、市長に請

求するものとする。 

 （概算払） 

第１７条 市長は、前条の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、

補助金の全部又は一部について概算払をすることができる。 

２ 補助事業者は、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、

姫路市乗合タクシー運行事業補助金請求書を市長に提出しなければな

らない。 

（補助事業の遂行） 

第１８条 補助事業者は、交付決定の内容及びこれに付された条件に従い、

善良な管理者の注意をもって補助事業を行わなければならない。 

 （調査及び措置） 

第１９条 市長は、補助事業を適切に執行させるため、必要に応じ、補助

事業者について調査をすることができる。 

２ 市長は、当該補助事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件

に適合しないと認めたときは、これに適合させるための措置をとるべき

ことを当該補助事業者等に命ずることができる。 

 （交付決定の取消し） 

第２０条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めた

ときは、交付決定を取り消し、補助金の全部又は一部を返還させること

ができる。 

 ⑴ この要綱の規定に違反したとき。 

 ⑵ 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。 



 ⑶ 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。 

 ⑷  偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 

２ 市長は、前項の規定により取消しを行った場合には、その旨を姫路市

乗合タクシー運行事業補助金交付決定取消通知書（様式第１１号）によ

り、当該補助事業者に通知するものとする。 

 （補助金の返還） 

第２１条 市長は、前条第１項の規定により補助金の交付の決定の取消し

を行った場合は、当該取り消した部分に係る補助金が既に交付されてい

るときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。 

（延滞利息） 

第２２条 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を命じられ、こ

れを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日ま

での日数に応じ、その未納額につき年１０．９５パーセントの割合で計

算した遅延利息を市に納付しなければならない。 

（補助金の経理等） 

第２３条 補助金の交付を受けた者は、当該補助金に係る経理について、

その収支状況を明らかにするため、他の経理と明確に区別した帳簿等を

備えておかなければならない。 

２ 前項の帳簿及び当該補助金の経理に係る証拠書類は、当該補助金の交

付を受けた日の属する年度の終了後５年間保存しなければならない。 

 （補則） 

第２４条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事

項は、姫路市補助金等交付規則（昭和４３年姫路市規則第６０号）の関

係規定によるほか、市長が別に定める。 

附  則  

 この要綱は、平成３０年８月３０日から施行する。 

附  則  

 この要綱は、令和元年９月６日から施行する。 


